
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  打切り支給の明記がない一時金 

Ｑ：使用人から執行役に就任した者に対す

る一時金が退職所得になるか給与所得になる

かで争われた事件の控訴審判決がでたそうで

すが、どのようになったのですか？  

 

Ａ：一審に引き続き、納税者の主張を認め

退職所得とする判断を下しました。 

【解説】 

控訴審では、退職手当等の実態を有する給

与でありながら、打切り支給明記要件を欠く

ということをもって、それが本来具有する実

体を変じて退職手当性を喪失するというのは、

退職手当等の判断が事柄の実態に即して判断

されるべきとの要請に背理するし、所得税法

30条第１項も、そのような要件は要求してい

ない。所得税基本通達30-2が打切り支給を要

件としているのは、事業所得との間の勤務関

係が継続している間に支給される給与につい

ては、過去の勤務を一括して精算して支給さ

れる趣旨であることを示す「退職」という客

観的な指標がないため、税務職員の判断が

区々となって、納税者間の不公平を招来する

ことを避けるために、その給与の精算的要素

を明確に看取するために有用な分別指標とし

て、画一的で客観的な基準を設けたにとどま

り、それ以上に打切り支給明記要件を欠く場

合に、そのことだけを理由として退職手当該

当性を否定する趣旨ではないと解されるとし

て、打切り支給が明記されていないことのみ

をもって退職所得としての性質を失うもので

はないとの判断を下しました。 
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